
告 示

�愛媛県告示第２７１号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬

伝染性貧血、家きんサルモネラ感染症等の検査を次のとおり実施す

る。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染性

貧血、家きんサルモネラ感染症等の発生の状況及び動向を把握し、

その発生を予防するため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並びに実施

する区域

� 牛のブルセラ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

２ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の結核病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

西条市、今治市（旧越智

郡に限る）、越智郡、松

山市、宇和島市、南宇和

郡

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

３ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛のヨーネ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

西予市（大野ヶ原を除く

野村町に限る）

２ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している肉用雌牛

西予市（野村町大野ヶ原、

明浜町、三瓶町、宇和町

に限る）

３ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

４ その他知事の指定する牛

県下一円
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� 牛の伝達性海綿状脳症

実施の対象となる牛の死体の範囲 実施する区域

月齢又は推定月齢が満４８ヶ月齢以上で死

亡した牛の死体のうち、牛海綿状脳症対策

特別措置法第６条第１項に基づく届出の対

象となるもの。ただし、同法同条第２項た

だし書きに該当するものを除く。

県下一円

� 馬伝染性貧血

実施の対象となる馬の範囲 実施する区域

１ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌馬及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の馬

２ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄馬及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の馬

３ 競馬法（昭和２３年法律第１５８号）によ

る競馬に出場する馬

東温市、伊予市、伊予郡、

上浮穴郡

４ その他知事の指定する馬 県下一円

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

実施の対象となる鶏の範囲 実施する区域

人工ふ化の用に供し、又は供する目的で

飼育している鶏
県下一円

� 知事の指定するその他の疾病

実施の対象となる家畜又はその死体の範囲 実施する区域

知事の指定する家畜 県下一円

３ 実施の期日

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

� ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、馬伝染

性貧血

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）

に定める方法

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

急速凝集反応法

� 知事の指定するその他の疾病

知事の指定する方法

�������
�愛媛県告示第２７２号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、流行性脳炎の発生予防のための注射を次のとおり実施す

る。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の対象となる豚の範囲及び実施する区域

実施の対象となる豚の範囲 実施する区域

知事の指定する豚 県下一円

２ 実施の期日

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�������
�愛媛県告示第２７３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

岩松加入区

�������
�愛媛県告示第２７４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２４年３月愛媛県告示第３２８号）による保険

に付すべき義務は、平成２８年３月１４日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

岩松加入区

�������
�愛媛県告示第２７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、松山広域都市計画準防火地域の決定に係る都市計画の図書の写

しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号

１５３



��������������

�愛媛県告示第２７７号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり変更し、平成２８年

４月分の家賃から適用する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２８年３月１５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任

�������
�愛媛県告示第２７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市畑地帯総合土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２８年３月１５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

宇和島市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２８年３月１５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

宇和島市別当三
丁目 宮の下 ５７ 耐 火 ０．７９５０ 第２号棟

に限る。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 孝 三 新居浜市高木町１０番２９号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 原 田 裕 三 松山市浅海原甲６２０番地

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 中 川 伸 良 松山市萩原甲３０３番地

〃 渡 部 忠 義 松山市浅海本谷甲５０１番地

〃 前 田 博 幸 松山市浅海原甲３８０番地

〃 篠 原 明 俊 松山市猿川甲９４５番地

〃 渡 部 敬 三 松山市猿川甲５０９番地

〃 井 上 義 寛 松山市院内甲３０１番地１

〃 森 幹 治 松山市八反地甲６７８番地

〃 石 橋 仁 志 松山市河野高山甲１０８番地

〃 重 松 完 松山市佐古甲１７７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 原 田 裕 三 松山市浅海原甲６２０番地

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 浅 田 暢 一 松山市北条辻８４８番地２

〃 萩 山 勝 美 松山市庄甲２４７番地１

〃 仲 田 正 松山市片山３６１番地

〃 平 石 悌 明 松山市萩原甲３３７番地１

〃 横 山 勝之進 松山市浅海本谷甲３５４番地５

〃 村 上 勝 男 松山市浅海原甲１０８３番地

〃 田 中 佳 徳 松山市猿川原甲２６３番地

〃 山 崎 幹 敏 松山市猪木甲３３０番地

〃 毛 利 幸 男 松山市院内甲３２番地

〃 森 幹 治 松山市八反地甲６７８番地

〃 石 橋 仁 志 松山市河野高山甲１０８番地

〃 得 居 文 雄 松山市常保免甲９９番地１

〃 重 松 正 憲 松山市本谷甲４０５番地

監 事 忽 那 祐 三 松山市浅海原甲４７６番地

〃 渡 部 恒 夫 松山市儀式甲５２９番地

〃 重 松 孝 男 松山市夏目甲４１１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 上 田 富 � 宇和島市野川甲１２０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 兵 頭 司 博 宇和島市津島町岩松甲１２７７番地１１

〃 重 松 正 憲 松山市本谷甲４０５番地

監 事 横 山 雅 利 松山市浅海本谷甲７１７番地２

〃 山 本 � 松山市中西内４３９番地２

〃 重 松 孝 男 松山市夏目甲４１１番地２

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号

１５４
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公 告
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�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２８年３月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田乙３４１番１２から

同市多田乙３４１番１地先まで

旧 １３．４～８７．０
及び

５．２～３０．３

０．０５９

０．１３１

新
１３．６～８５．９
及び

５．２～１４．１

０．０６５

０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田乙３４１番１０から

同市多田乙３４１番１地先まで
平成２８年３月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町植松４０９番３から

同町植松３３２番４まで
平成２８年３月１５日

〃 〃
大洲市河辺町植松５５３番２から

同町植松５５１番２まで
〃

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２８年３月２日 ＮＰＯ法人
えひめ人材ブリッジ 東 矢 憲 二 松山市山越５丁目８番１７号 この法人は、会員たち自らが育成してきた高度

な知識・技術・経験を社会のために活用するこ
とによって、自分の人生をより輝かせるととも
に、地域社会にも貢献することを目的とするも
のである。その中で、経済活動活性化（コンサ
ルティング支援）・地域活動（まちづくり）・
女性経営者や女性管理職の社会的地位の向上等
を行い、雇用機会の創出を含めた愛媛県の地域
としての社会的価値の向上を目指す。

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号

１５５
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１６４，７２４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，２９５

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４５，５９１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２８年３月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２８年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２８年２月２９日 特定非営利活動法人 だんだん 中 塚 貴 也 松山市富�町４２２番地 この法人は、子育て支援事業及び各種カルチャ
ースクール等の開催に関する事業を行い、これ
らの事業を通じて地域のコミュニティーを構築
し、豊かな社会の実現に寄与することを目的と
する。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２８年３月７日 特定非営利活動法人 さなえ 小 川 純 人 松山市一番町１丁目１４番地７ この法人は、身体障害者、知的障害者、精神障
害者に対して、自立した日常生活及び社会生活
を営むための支援事業を行い、障害のある人も
ない人も、共に地域で暮らせる「自立と共生の
社会」の実現及び福祉の増進に寄与することを
目的とする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，１４０ １４，３８０

南 宇 和 郡 １９，８０８ ６，６０３

松山市・上浮穴郡 ４２９，０１８ １３８，１７０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４１，５３８ ４７，１８０

宇和島市・北宇和郡 ８０，４１４ ２６，８０５

八幡浜市・西宇和郡 ３９，５１７ １３，１７３

新 居 浜 市 ９９，７５１ ３３，２５１

西 条 市 ９１，４３７ ３０，４７９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，４８６ １７，４９６

伊 予 市 ３１，４１０ １０，４７０

四 国 中 央 市 ７４，２５２ ２４，７５１

西 予 市 ３４，２８７ １１，４２９

東 温 市 ２７，６６６ ９，２２２

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

宇都宮くみこ後援会 原井川 菜 見 西 口 栄 美 西予市宇和町下松葉３４６－６ 平成２８年２月４日

加藤美香後援会 三 好 浩 美 二 宮 裕 子 西予市宇和町坂戸１８３－２ 平成２８年２月５日

竹崎幸仁後援会 大 谷 浩太郎 小 嶋 利 喜 西予市三瓶町朝立１－３８６－３ 平成２８年２月１０日

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号

１５６
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２８年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２８年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

日本共産党南予地区委員
会 西 井 直 人 会 計 責 任 者 西 井 直 人 遠 藤 紀 夫 平成２８年２月１７日

自由民主党愛媛県今治市
第五支部 福 羅 浩 一 会 計 責 任 者 福 羅 逸 巳 � 田 耕 三 平成２８年２月２５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

えひめ民社協会伊予総支
部 田 中 周 作 代 表 者 田 中 周 作 寺 下 武 平成２７年９月４日

えひめ介護福祉政治連盟 菅 原 哲 雄 主たる事務所の所在地 松山市南�米町３１４－１－２ 西予市宇和町卯之町一丁目２５７ 平成２８年２月１日

代 表 者 菅 原 哲 雄 管 家 一 夫

会 計 責 任 者 東 田 満 広 古 田 芙 美

愛媛司法書士制度推進連
盟 泉 川 孝 三 政 治 団 体 の 名 称 愛媛司法書士制度推進連盟 愛媛司法書士政治連盟 平成２８年２月６日

八束正後援会 永 井 忍 代 表 者 永 井 忍 弓 立 光 貞 平成２８年２月２３日

会 計 責 任 者 後 藤 浩 二 弓 立 俊 正

幸福実現党松山後援会 伊 東 征 紀 主たる事務所の所在地 伊予市本郡５４５－４ 松山市西一万町８－８ 平成２８年２月２６日

代 表 者 伊 東 征 紀 檜 垣 雄 次

会 計 責 任 者 三 瀬 圭 子 露 口 礼 子

�愛媛県選挙管理委員会告示第１５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、愛媛県商工連盟連合会大

洲支部から訂正の報告があったので、同法第２０条第１項の規定に基づき、政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成２７年１１月愛媛県選挙管

近藤康弘後援会 近 藤 康 弘 近 藤 千 鳥 西予市宇和町卯之町五丁目９６７－８ 平成２８年２月１２日

宇都宮俊文後援会 兵 頭 岩 雄 浜 木 由規雄 西予市明浜町狩浜２－１０－１ 平成２８年２月１５日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

片 山 益 男 公 世 会 山之内 章 次 平成２６年１１月１５日

沢 本 誠 後 援 会 松 岡 好 雄 平成２６年１２月３１日

山 本 昭 義 後 援 会 大 本 昭 男 平成２７年１２月３１日

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号
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理委員会告示第９３号、平成２６年１１月愛媛県選挙管理委員会告示第８０号及び平成２５年１１月愛媛県選挙管理委員会告示第８９号）別記の一部を次

のとおり訂正する。

平成２８年３月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成２６年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２７．２．１６

１ 収 入 総 額 ６２，５５７円

本年収入額 ６２，５５７円

２ 支 出 総 額 ６２，５５７円

３ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １６，２００円

日本商工連盟 １６，２００円

その他の収入 ４６，３５７円

１件１０万円未満のもの ４６，３５７円

４ 支 出 の 内 訳

経常経費 ３，９６４円

備品・消耗品費 １，６８４円

事務所費 ２，２８０円

政治活動費 ５８，５９３円

組織活動費 ４０，０００円

選挙関係費 ８，４８８円

寄附・交付金 １０，０００円

その他の経費 １０５円

（訂正前）

政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２７．２．１６

１ 収 入 総 額 １８３，５３０円

前年繰越額 １５７，３０５円

本年収入額 ２６，２２５円

２ 支 出 総 額 ６２，５５７円

３ 翌 年 繰 越 額 １２０，９７３円

４ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １６，２００円

日本商工連盟 １６，２００円

その他の収入 １０，０２５円

１件１０万円未満のもの １０，０２５円

５ 支 出 の 内 訳

経常経費 ３，９６４円

備品・消耗品費 １，６８４円

事務所費 ２，２８０円

政治活動費 ５８，５９３円

組織活動費 ４０，０００円

選挙関係費 ８，４８８円

寄附・交付金 １０，０００円

その他の経費 １０５円

平成２５年分

その他の政治団体

（訂正後）

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号
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政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２６．２．４

１ 収 入 総 額 ６４，５８９円

前年繰越額 ４，７３４円

本年収入額 ５９，８５５円

２ 支 出 総 額 ６４，５８９円

３ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １６，２００円

日本商工連盟 １６，２００円

その他の収入 ４３，６５５円

１件１０万円未満のもの ４３，６５５円

４ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２，３００円

事務所費 ２，３００円

政治活動費 ６２，２８９円

組織活動費 ６０，０００円

選挙関係費 １，７６４円

その他の経費 ５２５円

（訂正前）

政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２６．２．４

１ 収 入 総 額 ２２１，８９４円

前年繰越額 ２０５，６６０円

本年収入額 １６，２３４円

２ 支 出 総 額 ６４，５８９円

３ 翌 年 繰 越 額 １５７，３０５円

４ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １６，２００円

日本商工連盟 １６，２００円

その他の収入 ３４円

１件１０万円未満のもの ３４円

５ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２，３００円

事務所費 ２，３００円

政治活動費 ６２，２８９円

組織活動費 ６０，０００円

選挙関係費 １，７６４円

その他の経費 ５２５円

平成２４年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２５．２．１３

１ 収 入 総 額 ２７，０３４円

本年収入額 ２７，０３４円

２ 支 出 総 額 ２２，３００円

３ 翌 年 繰 越 額 ４，７３４円

４ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２７，０００円

日本商工連盟 ２７，０００円

その他の収入 ３４円

１件１０万円未満のもの ３４円

５ 支 出 の 内 訳

愛 媛 県 報平成２８年３月１５日 第２７５６号
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経常経費 ２，３００円

事務所費 ２，３００円

政治活動費 ２０，０００円

その他の経費 ２０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 愛媛県商工連盟連合会大洲支部

報告年月日 Ｈ２５．２．１３

１ 収 入 総 額 ２２７，９６０円

前年繰越額 ２００，９２６円

本年収入額 ２７，０３４円

２ 支 出 総 額 ２２，３００円

３ 翌 年 繰 越 額 ２０５，６６０円

４ 本年収入の内訳

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 ２７，０００円

日本商工連盟 ２７，０００円

その他の収入 ３４円

１件１０万円未満のもの ３４円

５ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２，３００円

事務所費 ２，３００円

政治活動費 ２０，０００円

その他の経費 ２０，０００円

平成２８年３月１５日 発行
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